
令和８年度監査等計画

１ 基本方針

県の事務の管理、執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施

を確保し、もって県民の福祉の増進に資することを目的として、監査委員監査基準（令和２年監

査委員告示第 12 号）に基づき以下のとおり令和８年度における監査等を実施する。

定期監査は、監査対象機関が所掌する財務に関する事務全般について、内部統制の取組状況を

踏まえて、よりリスクの高い事務事業に重点化するなど効率的かつ効果的に実施する。その際、

定期監査と併せて行うことがより効率的かつ効果的と認められる行政監査についても実施する

ものとする。

随時監査は、工事現場監査を実施するほか、早期に改善すべきと認められる事項が生じた場合

など必要の都度、随時実施するものとする。

行政監査は、定期監査と併せて行うほか、社会的関心が高い課題や定期監査及び内部統制等の

結果を踏まえて、複数の監査対象機関で横断的に行う必要が認められる事務等についてテーマの

設定及び実施計画の策定を実施し、令和９年度の監査実施及び報告書の取りまとめに向けた準備

を行うものとする。

財政的援助団体等監査、現金出納検査、内部統制評価報告書審査、決算審査、定額資金運用基

金運用状況審査、健全化判断比率等審査及び指定金融機関等監査についても、それぞれの事務が

目的に沿って行われているか、法令に適合し、かつ、正確であるか等について厳正に監査等を実

施する。

２ 個別実施方針

(１) 定期監査

定期監査は、「令和８年度定期監査等実施計画」（別紙１）によるものとする。

(２) 随時監査

ア 工事現場監査

随時監査のうち、工事現場監査は、令和８年５月までに実施計画を定め、同年９月から 11

月にかけて監査を実施するものとする。

  イ その他の随時監査

定期監査の結果、特に経済性、効率性及び有効性に着目して引き続き他の監査対象機関に

おける執行状況を横断的に監査の上、その結果を検討する必要が生じた場合、その他、早期

に改善すべきと認められる事項が生じた場合などにおいて、監査委員が必要と認めるときは、

随時に監査を実施するものとする。

(３) 行政監査

ア 定期監査と併せて行う行政監査

行政監査のうち、定期監査と併せて行う行政監査は、「令和８年度定期監査等実施計画」

（別紙１）によるものとする。

イ 特定の課題についてテーマを設定して行う行政監査

特定の課題についてテーマを設定して行う行政監査は、令和９年２月までにテーマの決定



と実施計画の策定を実施し、令和９年度の監査実施及び報告書の取りまとめに向けた準

備を行うものとする。

ウ その他の行政監査

その他、監査委員が必要と認めるときは監査を実施するものとする。

(４) 財政的援助団体等監査

財政的援助団体等監査は、令和８年５月までに実施計画を定め、同年９月から令和９年２月

にかけて監査を実施するものとする。

(５) 現金出納検査

現金出納検査は、「令和８年度現金出納検査計画」（別紙２）によるものとする。

(６) 内部統制評価報告書審査

内部統制評価報告書審査は、令和８年７月までに実施計画を定め、同年９月までに審査を実

施し、意見書を取りまとめるものとする。

(７) 決算審査及び定額資金運用基金運用状況審査

普通会計及び企業会計に係る決算審査等は、令和８年６月までに実施計画を定め、同年９月

までに審査を実施し、意見書を取りまとめるものとする。

(８) 健全化判断比率等審査

健全化判断比率等審査は、令和８年６月までに実施計画を定め、同年９月までに審査を実施

し、意見書を取りまとめるものとする。

(９) その他

ア 指定金融機関等監査

指定金融機関等監査は、監査委員が必要と認めるときに実施するものとする。

イ 各部局業務概況説明

各部局業務概況説明は、各部局の監査の総括として令和８年８月に実施するものとする。



令和８年度定期監査等実施計画

１ 実施計画

(１) 執行方針

令和８年度の定期監査は、監査対象機関における収入、支出、契約、財産管理及び行政運営並びに

現金等の出納保管に関する事務事業について、関係帳票・証書類及び担当職員からのヒアリング等に

より実施する。

監査の実施に当たっては、監査委員監査基準に基づき以下のとおり重点項目等を定め、監査対象機

関の内部統制の取組状況やこれまでの定期監査の実施結果等を踏まえ、よりリスクの高い事務事業

への重点化とともに、事務事業の経済的、効率的及び有効的な実施という観点を重視するものとする。

監査の結果、留意改善が必要な事案が認められた場合は、事案の指摘、注意等に止まらず、当該事

案の発生原因等の把握に努め、早期是正と再発防止、さらにはより良い事務事業の執行につながる措

置を講じることが出来るよう監査対象機関等に助言等を行うものとする。

(２) 重点項目

（財務監査）

① 収入事務

・ 調定漏れ及び調定金額の誤りがないか

・ 収入未済金の徴収について適正な措置を講じているか

② 支出事務

・ 赴任旅費の支給漏れ、支給遅れ及び支給金額の誤りがないか

③ 契約事務

・ 契約方法及び予定価格の積算は適当か

・ 変更事由発生後の変更契約は適正に行なわれているか

④ 事務事業の達成状況

・ 経済性、効率性、有効性の観点から事務事業の達成状況を検証し、その後の事業に反映してい

るか

（行政監査）

・ 内部統制の取組状況（リスクの発生防止策及び再発防止策の取組状況）

(３) 継続調査項目 ※過去の監査結果を踏まえ継続的に調査する事務

・ 令和６年度行政監査結果報告書「補助事業の適正な執行について」における監査意見への対応状

況

２ 対象等

別紙１－１のとおり 336機関とする。

なお、一定の対象機関（126機関）の定期監査について、書面監査により実施する。

ただし、書面監査とした対象機関についても、必要に応じて実地監査に切り替える場合がある。

また、本監査において現場確認等の実地監査を実施する。

３ 監査等の日程

別紙１－２のとおり

別紙１



（単位：箇所）

対象数 計画数 実施率 対象数 実施数 実施率

74 74 100.0% 25 33.8% 74 74 100.0% 28 37.8%

63 63 100.0% 21 33.3% 65 65 100.0% 26 40.0% 廃止：花巻県税センター
廃止：一関県税センター

57 57 100.0% 25 43.9% 56 56 100.0% 24 42.9% 新規：県税センター

194 194 100.0% 71 36.6% 195 195 100.0% 78 40.0%

13 13 100.0% 4 30.8% 13 13 100.0% 2 15.4%

101 101 100.0% 46 45.5% 101 101 100.0% 48 47.5% 指定管理へ移行：野外活動セタンタ―
新規：二戸北星支援学校

114 114 100.0% 50 43.9% 114 114 100.0% 50 43.9%

308 308 100.0% 121 39.3% 309 309 100.0% 128 41.4%

1 1 100.0% 0.0% 1 1 100.0% 0.0% 流域下水道事業会計

〔1〕 〔1〕 〔1〕 〔1〕

1 1 100.0% 0.0% 1 1 100.0% 0.0%

25 25 100.0% 5 20.0% 26 26 100.0% 4 15.4%
廃止：紫波診療センター

1 1 100.0% 0.0% 1 1 100.0% 0.0%

〔２〕 〔２〕 〔２〕 〔２〕

28 28 100.0% 5 17.9% 29 29 100.0% 4 13.8%

336 336 100.0% 126 37.5% 338 338 100.0% 132 39.1%

〔注〕　〔　〕は、施設管理所等の機関数であり、監査対象数からは除いている。
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別紙１-1

令和８年度 定期監査の実施計画

区分 監査対象区分
令　和　８　年　度　　計　画 令　和　７　年　度　　実　績

摘　　　　　　要
うち書面 うち書面

※ 書面監査としても、必要に応じて通常の監

査（実査）に切り替える場合があること。

また、原則として同一機関を連続して書面監

査の対象としないものであること。

うち
オンライン

うち
オンライン

うち
オンライン

決算監査 188 56.0% 58 30.9% 0 決算監査 190 56.2% 62 32.6% 0 決算監査 190 55.9% 59 31.1% 3
期中監査 148 44.0% 68 45.9% 4 期中監査 148 43.8% 70 47.3% 8 期中監査 150 44.1% 64 42.7% 4
合　　　計 336 100.0% 126 37.5% 4 合　　　計 338 100.0% 132 39.1% 8 合　　　計 340 100.0% 123 36.2% 7

【令和８年度】 【令和７年度】 【令和６年度】

うち書面監査 監査対象数 うち書面監査 監査対象数 うち書面監査監査対象数



別紙１－２

8 年 4 　月　監　査　日　程　表

日 曜 行　事　等 職　員　に　よ　る　予　備　監　査
○付数字は予備監査
従事予定職員数

1 水 証書確認④

2 木

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金 監査委員事務局②

18 土

19 日

20 月 人事委員会事務局② 農業振興課②

21 火 農村計画課② 広聴広報課② 財政課②
一関保福セ・一関保
健所③

22 水 農産園芸課② 環境保全課② 産業経済交流課② 一関農村整備セ②
県南農政・奥州農改
セ②

23 木 団体指導課② 教職員課② スポーツ振興課② 県南経営企画③
県南農政・奥州農改
セ②

24 金

25 土

26 日

27 月 現金出納予備検査④

28 火 現金出納検査

29 水 昭和の日

30 木

本　監　査　等
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別紙１－２

8 年 5 　月　監　査　日　程　表

日 曜 行　事　等 職　員　に　よ　る　予　備　監　査
○付数字は予備監査
従事予定職員数

1 金

2 土

3 日 憲法記念日

4 月 みどりの日

5 火 こどもの日

6 水 振替休日

7 木 証書確認④

8 金

9 土

10 日

11 月

12 火 一関土木セ② 県南土木部②

13 水 一関土木セ② 県南土木部② 沿岸土木部② 県北林務部②

14 木 一関総務セ② 県南総務部② 大船渡土木セ② 沿岸土木部② 北上農村整備セ②

15 金
花巻総務セ・花巻審
査指導監②

大船渡土木セ② 遠野土木セ③

16 土

17 日

18 月

19 火 二戸土木セ②

20 水 沿岸農林部② 二戸土木セ②
大船渡保福セ・
大船渡保健③

宮古保福セ・
宮古保健所③

21 木 沿岸農林部②
二戸保福セ・二戸保
健所③

宮古水産振興セ②

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火 大船渡水産振興セ②
沿岸経営企画部・釜
石審査指導監②

二戸農林振興セ③

27 水 大船渡農林振興セ②
沿岸経営企画部・釜
石審査指導監②

宮古農林振興セ・宮
古農改セ③

県北土木部② 二戸農林振興セ③

28 木 現金出納予備検査④ 大船渡農林振興セ②
宮古農林振興セ・宮
古農改セ③

県北土木部②

29 金

農業普及技術課 農村建設課 建設技術振興課 都市計画課 学校教育室 労働委員会事務局

花巻保福セ・中部保
健

花巻農林振興セ 花巻土木セ 遠野農林振興セ 北上土木セ 宮古土木セ

県北農政部 久慈農業改良普及セ 一関農林振興セ 一関農業改良普及セ
県北保福・久慈保健
所

30 土

31 日

本　監　査　等

　【書面予備監査最終日】

現金出納検査
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別紙１－２

8 年 6 　月　監　査　日　程　表

日 曜 行　事　等 職　員　に　よ　る　予　備　監　査
○付数字は予備監査
従事予定職員数

1 月 証書確認④

2 火
盛岡農政部・盛岡農
改セ②

岩手土木セ③
県北経営企画部・久
慈審査指導監②

大船渡地域振興セ・
大船渡審査指導監②

宮古地域振興セ・宮
古審査指導監②

3 水 森林保全課②
盛岡農政部・盛岡農
改セ②

二戸地域振興セ・二
戸審査指導監②

県北経営企画部・久
慈審査指導監②

大船渡地域振興セ・
大船渡審査指導監②

宮古地域振興セ・宮古
審査指導監②

4 木 生涯学習文化財課② 砂防災害課②
二戸地域振興セ・二
戸審査指導監②

市町村課② 県南県税部②

5 金

6 土

7 日

8 月

9 火 久慈病院③ 宮古病院③ 中部病院③

10 水 久慈病院③ 宮古病院③ 中部病院③ 釜石病院③

11 木 本監査 (本庁５機関)
盛岡保福・県央保健
所②

釜石病院③
中央病院
沼宮内診療セ⑤

(本庁５機関)

12 金
盛岡保福・県央保健
所②

盛岡東警察署⑤
中央病院
沼宮内診療セ⑤

13 土

14 日

15 月
二戸病院
九戸地域診療セ③

16 火
磐井病院
南光病院
花泉地域診療セ④

二戸病院
九戸地域診療セ③

大船渡病院
住田地域診療セ④

17 水 医療局（給与分）④
磐井病院
南光病院
花泉地域診療セ④

大船渡病院
住田地域診療セ④

18 木
医療局
医師支援推進室⑤

北上川上流流域下水
道事務所（流域下水
道事業会計、普通会
計）③

胆沢病院③

19 金
医療局
医師支援推進室⑤

県土整備企画室・下
水環境課（流域下水
道事業会計）②

胆沢病院③

20 土

21 日

22 月 県南施設管理所③
盛岡経営企画・盛岡
審査指導監②

盛岡西警察署④

23 火 本監査 (一関４機関) 施設総合管理所③
盛岡経営企画・盛岡
審査指導監②

障がい保健福祉課② 林業振興課② 地域福祉課②

(北上・奥州８機関)

24 水 交通政策室②
観光・プロモーション室
② 選挙管理委員会②

25 木 企業局③ 経営支援課② 港湾空港課② 消防安全課② 下水環境課②

26 金 書面監査 (18機関) 現金出納予備検査④

27 土

28 日

29 月 現金出納検査 国際室②
若者女性協働推進室
③

30 火
定住推進・雇用労働
室②

医療政策室② 調査統計課② 漁港漁村課② 自然保護課②

学事振興課 文化振興課 資源循環推進課 県民くらしの安全課 畜産課 森林整備課

保健体育課
水産振興課・海区委
員会

県南保福・奥州保健
所

県南林務部 千厩土木セ 沿岸水産部

岩泉土木セ 県北水産部 盛岡林務部 盛岡土木部 一関審査指導監

　【書面予備監査最終日】

本　監　査　等



別紙１－２

8 年 7 　月　監　査　日　程　表

日 曜 行　事　等 職　員　に　よ　る　予　備　監　査
○付数字は予備監査
従事予定職員数

1 水 証書確認④

2 木 長寿社会課②
子ども子育て支援課
②

防災課② 秘書課②

3 金 ILC推進局②
道路環境課・道路建
設課②

先端科学セ②

4 土

5 日

6 月

7 火 警察本部⑧

8 水 本監査 (釜石６機関) 警察本部⑧

(宮古８機関)

9 木 復興危機管理室②
県土整備企画室
収用委員会②

人事課② 教育企画室③

10 金
ふるさと振興企画室
②

総務事務センター⑦

11 土

12 日

13 月

14 火 税務課② 環境生活企画室② 県議会事務局② 商工企画室②

15 水 県税センター⑤ 出納局③

16 木 本監査 (二戸10機関) 農林水産企画室② 保健福祉企画室② 総務室② 文化ｽﾎﾟｰﾂ企画室②

(県南６機関)

17 金

18 土

19 日

20 月 海の日

21 火

22 水 本監査 久慈他9機関

23 木 大船渡9機関

24 金

25 土

26 日

27 月 書面監査 (17機関) 現金出納予備検査④

28 火 現金出納検査

本監査
(医療局、企業局、
流域下水道会計他)

30 木 本監査 (盛岡６機関)

(庁内６機関)

31 金 本監査 (庁内７機関)

(庁内８機関)

政策企画課 管財課 復興推進課 復興くらし再建課 地域振興室 県北・沿岸振興室

科学・情報政策室 健康国保課
ものづくり自動車産業
振興室

流通課 競馬改革推進室 河川課

建築住宅課 盛岡県税部
沿岸保福・釜石保健
所

行政経営推進課
大船渡農業改良普及
セ

二戸農業改良普及セ

奥州審査指導監

本　監　査　等

　【書面予備監査最終日】

29 水



別紙１－２

8 年 8 　月　監　査　日　程　表
日 曜 行　事　等 職　員　に　よ　る　予　備　監　査

○付数字は予備監査
従事予定職員数

1 土

2 日

3 月 証書確認④

4 火

5 水

6 木

7 金

8 土

9 日

10 月

11 火 山の日

12 水

13 木

14 金

15 土

16 日

17 月

18 火 書面監査 (23機関)

19 水 本監査 (本庁８機関)

(本庁７機関)

20 木 本監査 (本庁７機関)

(本庁７機関)

21 金

22 土

23 日

24 月

25 火

26 水 現金出納予備検査④

27 木 現金出納検査

28 金

29 土

30 日

31 月

本　監　査　等

い
わ
て
サ
マ
ー
ブ
レ
イ
ク



別紙１－２

8 年 9 　月　監　査　日　程　表
日 曜 行　事　等 職　員　に　よ　る　予　備　監　査

○付数字は予備監査
従事予定職員数

1 火 証書確認④

2 水 １工事現場監査② ２工事現場監査② ３工事現場監査②

3 木 ４工事現場監査② ５工事現場監査② ６工事現場監査②

4 金

5 土

6 日

7 月

8 火

9 水 ７工事現場監査② ８工事現場監査② ９工事現場監査②

10 木 10工事現場監査② 11工事現場監査②
12工事現場監査②＋
北星支援高等学校②

11 金

12 土

13 日

14 月

15 火

16 水

17 木

18 金

19 土

20 日

21 月 敬老の日

22 火 国民の日

23 水 秋分の日

24 木 財援１② 財援２②

25 金

26 土

27 日

28 月 現金出納予備検査④ 東京事務所②

29 火 現金出納検査

30 水 財援４② 名古屋事務所② 大阪事務所③

福岡事務所 生物工学研究所
畜産研究所（種山研
究室）

内水面水産技術セ 花巻空港事務所 県北教育事務所

盛岡農業高等学校 平舘高等学校 大野高等学校 岩手警察署 久慈警察署 葛巻高等学校

種市高等学校

　【書面予備監査最終日】

本　監　査　等

い
わ
て
オ
ー
タ
ム
ブ
レ
イ
ク



別紙１－２

8 年 10 　月　監　査　日　程　表
日 曜 行　事　等 職　員　に　よ　る　予　備　監　査

○付数字は予備監査
従事予定職員数

1 木 証書確認④

2 金 財援３② 財援５②

3 土

4 日

5 月 財援６② 財援７②

6 火 財援９② 財援10③

7 水

8 木

9 金 書面監査 (工事現場６機関)

10 土

11 日

12 月 スポーツの日

13 火

14 水 岩泉高等学校②

15 木 岩泉警察署② 一戸病院② 山田高等学校②

16 金
農業研究セ・病害虫
防除所③

宮古商工高等学校
②

17 土

18 日

19 月

20 火

21 水
二戸高等技術専門
校②

久慈拓陽支援学校
②

軽米高等学校②

22 木 二戸警察署③ 久慈高等学校②
県北家畜保健衛生
所②

23 金 書面監査 (13機関)

24 土

25 日

26 月
現金出納予備検査
④

27 火 現金出納検査 一関工業高等学校② 大迫高等学校② 一関清明支援学校②

28 水 花巻警察署③

29 木 本監査 (工事現場３機関) 一関高等看護学院② 県南教育事務所② 宮古教育事務所②

(工事現場３機関)

30 金 宮古児童相談所② 宮古高等学校②

一関児童相談所 二戸高等看護学院 中央家畜保健衛生所 県北農業研究所 中部農業改良普及セ 中部教育事務所

久慈翔北高等学校 伊保内高等学校 福岡高等学校 軽米病院 大東病院
一関第一高等学校・
附属中学校

北上警察署

　【書面監査最終日】

本　監　査　等

31 土



別紙１－２

8 年 11 　月　監　査　日　程　表
日 曜 行　事　等 職　員　に　よ　る　予　備　監　査

○付数字は予備監査
従事予定職員数

1 日

2 月

3 火 文化の日

4 水 証書確認④

5 木 大槌病院②
総合教育セ・
生涯学習推進セ③

東和病院② 花泉高等学校②

6 金 大槌高等学校②

7 土

8 日

9 月

10 火

（11日午後から）

11 水 本監査 (名古屋・東京) 大船渡警察署②
遠野病院
大迫地域診療セ②

水産技術セ②

12 木 大船渡東高等学校②
遠野病院
大迫地域診療セ②

釜石高等学校②

13 金

14 土

15 日

16 月

17 火

18 水 高田病院② 釜石警察署②
気仙光陵支援学校
②

岩谷堂高等学校②

19 木 本監査 (大阪・財援（仙台）) 高田高等学校② 遠野高等学校② 財援17（陸前高田）②

20 金

21 土

22 日

23 月 勤労感謝の日

24 火 書面監査 (13機関)

25 水 本監査 (財援４機関) 奥州警察署③
千厩高等技術専門
校②

農業大学校③
水沢工業高等学校
②

(財援３機関)

26 木 現金出納予備検査④ 大東高等学校② 千厩警察署②

27 金 現金出納検査 水沢農業高等学校②
一関第二高等学校
②

28 土

29 日

産業技術短期大学校
水沢校②

黒沢尻北高等学校② 前沢高等学校②

東日本大震災津波伝
承館

宮古高等看護学院 宮古高等技術専門校 漁業取締事務所 遠野緑峰高等学校 千厩高等学校

釜石商工高等学校 宮古北高等学校 釜石祥雲支援学校 一関警察署 遠野警察署 宮古警察署

千厩病院 江刺病院

　【書面予備監査最終日】

本　監　査　等

30 月



別紙１－２

8 年 12 　月　監　査　日　程　表
日 曜 行　事　等 職　員　に　よ　る　予　備　監　査

○付数字は予備監査
従事予定職員数

1 火 証書確認④

2 水

3 木 花巻南高等学校② 財援８（雫石町）② 財援11②

4 金 花北青雲高等学校② 財援12② 財援13②

5 土

6 日

7 月

8 火
紫波総合高等学校
②

花巻清風支援学校
②

財援14③

9 水 盛岡北高等学校② 盛岡商業高等学校② 財援15②

10 木 食肉衛生検査所② 図書館② 財援16② 財援18②

11 金

12 土

13 日

14 月 書面監査 (13機関）)

15 火 本監査 (県北7機関)
盛岡みたけ支援学
校②

盛岡第三高等学校
②

西和賀高等学校② 財援19②

(沿岸6機関)

16 水 消防学校② 県民生活セ② 八幡平農改セ② 財援20②

17 木 杜陵学園②
福祉総合相談セ・精
神保健福祉セ②

沼宮内高等学校② 北桜高等学校②

18 金 本監査 (一関５機関)
盛岡第一高等学校
②

杜陵高等学校②

(花巻他４機関)

19 土

20 日

21 月 本監査 (釜石他７機関)

(大船渡他６機関、
財援1団体)

22 火

23 水 現金出納予備検査④

24 木 現金出納検査

25 金

26 土

27 日

28 月

産業技術短期大学校 県南家畜保健衛生所 沿岸南部教育事務所 黒沢尻工業高等学校 水沢高等学校 水沢商業高等学校

金ケ崎高等学校 大船渡高等学校 住田高等学校 宮古水産高等学校 盛岡青松支援学校 前沢明峰支援学校

宮古恵風支援学校 山田病院

29 火 年末休業

30 水 年末休業

31 木 年末休業

本　監　査　等

　【書面監査最終日】

い
わ
て
ウ
ィ
ン
タ
ー
ブ
レ
イ
ク



別紙１－２

9 年 1 　月　監　査　日　程　表
日 曜 行　事　等 職　員　に　よ　る　予　備　監　査

○付数字は予備監査
従事予定職員数

1 金 元日

2 土 年始休業

3 日 年始休業

4 月

5 火 証書確認④

6 水

7 木

8 金

9 土

10 日

11 月 成人の日

12 火 盛岡教育事務所② 林業技術セ② 盛岡聴覚支援学校② 盛岡峰南支援学校②

13 水

14 木

15 金

16 土

17 日

18 月

19 火

20 水

21 木

22 金 書面監査 (14機関)

23 土

24 日

25 月 本監査 (千厩他5機関)

(県南他5機関)

26 火 現金出納予備検査④

27 水

28 木 本監査 (花巻他６機関)

(盛岡４機関、財援
２団体)

29 金

環境保健研究セ 盛岡第二高等学校 盛岡第四高等学校 南昌みらい高等学校 盛岡工業高等学校 雫石高等学校

花巻北高等学校 花巻農業高等学校 北上翔南高等学校 盛岡視覚支援学校 盛岡となん支援学校 盛岡ひがし支援学校

紫波警察署

30 土

本　監　査　等

31 日

　【書面予備監査最終日】

現金出納検査

い
わ
て
ウ
ィ
ン
タ
ー
ブ
レ
イ
ク



別紙１－２

9 年 2 　月　監　査　日　程　表
日 曜 行　事　等 本　監　査　等 職　員　に　よ　る　予　備　監　査

○付数字は予備監査
従事予定職員数

1 月 証書確認④

2 火 本監査
(盛岡３機関、財援
３団体）)

(盛岡３機関、
財援３団体)

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水 本監査
(盛岡２機関、財援
１団体、リモート４機
関)

(盛岡４機関、財援
１団体)

11 木 建国記念の日

12 金

13 土

14 日

15 月 書面監査 (16機関)

16 火

17 水

18 木

19 金

20 土

21 日

22 月

23 火 天皇誕生日

24 水

25 木 現金出納予備検査④

26 金 現金出納検査

27 土

28 日



別紙１－２

9 年 3 　月　監　査　日　程　表
日 曜 行　事　等 職　員　に　よ　る　予　備　監　査

○付数字は予備監査
従事予定職員数

1 月 証書確認④

2 火

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水

11 木
東日本大震災津波追悼
式

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木

19 金

20 土 春分の日

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木 現金出納予備検査④

26 金 現金出納検査

27 土

28 日

29 月

30 火

31 水

本　監　査　等



令和８年度現金出納検査計画 
 

１ 実施計画 

(１) 執行方針 

    現金出納に関する事務処理の是正を図り、事故を防止するとともに、現金出納の正確性を担保するため、

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第235条の２第１項及び監査委員監査基準に基づき、令和８年度現

金出納検査を以下のとおり実施する。 

毎月の現金出納の事務処理が、適法かつ正確に行われているかどうかについて、毎月、前月分を対象と

して、会計管理者及び公営企業管理者から提出された現金出納検査調書（以下「調書」という。）に基づ

き、諸帳簿・諸表の計数確認、保管現金の確認、収入支出状況等の調査及び資金運用状況の調査並びに証

拠書類の審査等により実施する。 

 

 (２) 重点項目 

  ア 一般会計、特別会計、歳入歳出外現金及び基金に属する現金 

   ・現金の出納の計数は、関係諸帳簿と符合し、正確であるか 

   ・調書と現金の月末現在高は、金融機関の証明等と符合し、正確であるか 

   ・収入支出手続きは適正に行われているか 

  イ 公営企業会計 

   ・現金の出納の計数は、関係諸帳簿と符合し、正確であるか 

・調書と現金の月末現在高は、金融機関の証明等と符合し、正確であるか 

   ・現金は確実かつ有利な方法で安全に運用されているか 

 

  (３) 検査の対象等 

    会計管理者等の権限に属する現金の出納を対象とし、検査対象機関は次の表のとおりとする。 

対 象 会 計 等 検査対象機関 

一般会計、特別会計、歳入歳出外現金及び基金 出 納 局 

公営企業会計 

県立病院等事業会計 医 療 局 

電気事業会計、工業用水道事業会計 企 業 局 

流域下水道事業会計 県土整備部 

 

２ 実施方法・時期 

(１) 委員検査 

５月、７月及び１月は会計管理者及び公営企業管理者の出席を求め、監査委員全員で検査を行い、それ

以外の月は職員による検査報告に基づき代表監査委員が行う。 

なお、５月、７月及び１月の検査月においては、下記事項についても説明を求めるものとする。 

検査月（検査対象月） 説明を求める事項 

令和８年５月（４月） 歳計現金等の収支見通し、公営企業会計決算見込み 

       ７月（６月） 普通会計決算見込み、公営企業会計本監査 

令和９年１月（12月） 年度末までの歳計現金等の収支見通し、公営企業会計の経営見通し 

 

（２） 職員検査 

職員による予備検査は「３ 検査等の日程」のとおり行うものとするが、現金の保管状況（預金証書

等）の確認については、原則として検査対象月の翌月初日に行うものとする。 

別紙２ 



３ 検査の日程等 

検査対象月 予備検査日 検査日 
一般会計等収入支出証拠書類の 

重点点検項目 ※ 

令和８年３月分  ４月 27日(月) ４月 28日(火) 
【収入】分担金及び負担金 
【支出】公債費、基金 

４月分  ５月 28日(木) ５月 29日(金) 
【収入】諸収入 
【支出】民生費、商工費 

５月分  ６月 26日(金) ６月 29日(月)    
【収入】使用料及び手数料 
【支出】土木費、災害復旧費 

６月分  ７月 27日(月) ７月 28日(火)   
【収入】歳入歳出外現金 
【支出】教育費、諸支出金 

７月分  ８月 26日(水) ８月 27日(木)   
【収入】寄附金 
【支出】議会費、農林水産業費 

８月分  ９月 28日(月) ９月 29日(火)   
【収入】財産収入 
【支出】商工費、警察費 

９月分  10月26日(月) 10月27日(火)   
【収入】諸収入 
【支出】諸支出金、特別会計 

10月分  11月26日(木) 11月27日(金)   
【収入】基金 
【支出】総務費、基金 

11月分  12月23日(水) 12月24日(木)   
【収入】使用料及び手数料 
【支出】衛生費、警察費 

12月分  １月 26日(火) １月 27日(水)   
【収入】寄附金 
【支出】民生費、教育費 

令和９年１月分  ２月 25日(木) ２月 26日(金)   
【収入】使用料及び手数料 
【支出】労働費、農林水産業費 

２月分  ３月 25日(木) ３月 26日(金)   
【収入】分担金及び負担金 
【支出】土木費、特別会計 

     
※ 公営企業会計については、収入支出事務全般について点検を行う。 

 

４ 検査結果 

検査の結果は、地方自治法第 235条の２第３項に基づき、毎月「現金出納検査結果報告」を作成し、知事及

び議長に報告する。 


